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諮問候補物件の概要 

名 称・員 数 信濃町の野鍛冶住宅（旧中村家）及び野鍛冶資料  １棟、733点 

所 在 地 上水内郡信濃町大字柏原124番地 

所有者の住所及

び氏名又は名称 
【野鍛冶住宅】長野市大字高田513番地３     中村 公知

きみのり

 

【野鍛冶資料】上水内郡信濃町大字柏原428番地２ 信濃町（中村家から町に寄贈） 

概況と特色 

 信州打刃物は、戦国時代にその技術が伝えられ、柏原地区や古間地区を中心に信濃町が

信州鎌の産地として栄え、匠の技が現在まで受け継がれてきている。 

  

文献によれば、信州鎌は江戸期から明治期にかけて松本の商人や善光寺参りに来た人々

の土産として各地に広がりをみせていたが、明治21 年に信越線が開通し鉄道を利用した

原料の輸送や製品の流通が容易になり、地元の問屋も営業を始めるなどして販路は一気に

１道３府30県へと拡大し（明治27年）、全国的にも名の知れた鎌産地へと発展した。信

州鎌を中心とした野鍛冶職人は明治期中頃には200人ほどいて、大正10年に生産量は６

万丁を超えていた。 

  

明治期から野鍛冶をしてきた柏原の中村家は、茅葺屋根、寄棟造りの民家であるが、母

屋内の土間部分全体が野鍛冶の作業場であり、当時の火
ほ

床
ど

・フイゴ※１・金床※２・ワキ

ブネ※３・トブネ※４等をそのまま遺す民家である。加えて防火用に作業場全体を天井ま

で土で塗り固め、鍛冶職の神の金山
かなやま

様※５を祀るなど信仰の痕跡も残る。加えて作業場

周りには、野鍛冶作業に使う道具が土間に 鏨
たがね

ややすり、堅炭など、壁面には型や砥石、

柱には火挟みや鋼などがそのまま残っている。 

 

半工半農の中村家は、梁間3間半、桁間6間半の建坪22.8坪の広さで、鍛冶場9.3坪、

床上部分13.5 坪はチャノマ・オカッテ・ザシキ・ネマの四間取りからなり、日々の生活

の場であるとともに養蚕飼育場所としても利用してきた。母屋は弘化大地震（1847 年）

後の建築で、土間部分のウマヤを明治初期に鍛冶場として改造したものである。 

（信濃町有形文化財指定日 平成19年１月23日） 
 

※１：火を大きく起こす場所、※２：刃を打つ場所、※３：打刃を冷やすところ 

※４：打刃を研いで洗う場所、※５：鍛冶が祀る神様 

諮問理由 
全国に名をはせた信州鎌は、信州打ち刃物の鎌として信濃町柏原や古間で生産されて

きたが、以前の人力による野鍛冶職人や作業場はなくなってしまった。 

そうした中、信濃町柏原の中村家は先代で野鍛冶は辞めたが、現存する茅葺寄棟造り

民家内部の土間に野鍛冶用作業場が当時のまま残り、鍛冶道具も多数あり製作に必要な道

具全てがあることから、野鍛冶の全体像を知り得る貴重な道具と民家で、野鍛冶用具の使

われ方や作業場を研究する上で重要である。 

指定基準 第３ 長野県有形民俗文化財の指定基準 

(１) 衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等、衣食住に用いられるもの 

(２) 農具、養蚕具、林産用具、畜産具、漁猟具、工匠具用具、紡績用具、作業場等、生産、生業 

に用いられるもの 

参考文献 
信州打刃物の里に残る野鍛冶の家と道具（信濃町教育委員会 2015） 

 



信濃町の野鍛冶住宅（旧中村家）及び野鍛冶資料 

 

野鍛冶住宅（旧中村家）外観 

 

 

 

行われていた鍛冶仕事の様子 



 

鍛冶場 

 

 

 
野鍛冶作業に使う道具（野鍛冶資料） 

 



位 置 図 

 

 

 
国土地理院地図 

旧中村家 

野尻湖 

黒姫駅 

信濃町役場 



諮問候補物件の概要 

名    称 犀川
さいがわ

神社
じんじゃ

の杜
もり

煙火
は な び

    

所 在 地 長野市大字安茂里4803番地 

保存団体の住所

及び名称 
長野市大字安茂里1418番地 犀川神社の杜煙火保存会 

概況と特色 

長野市安茂里犀川神社の杜
もり

煙火
はなび

は、毎年９月２１日の秋季例大祭の宵宮
よいみや

祭※１で獅子舞

とともに奉納される。犀川神社の煙火は、文政７（1824）年にそれまでの日吉
ひ え

山王
さんのう

社から

社号を変更した際の披露に、竹筒煙火の奉納があったと記されている。 

狭い境内の立木を利用した仕掛け煙火は、参詣者を巻き込み見せ場をつくっての豪快な杜

煙火である。 

神社裏山で奉納の打ち上げ花火が上がると、２１時祭礼奉納開始の合図で西河
にしがわ

原
ら

（十二

燈）・大門（三宝）・差出（笠
かさ

鉾
ぼこ

）区長がそれぞれの演目の点火をして始まる。演目は、十二

燈・三宝・笠鉾・東海道五十三次・額火・噴水・車火・仕掛花火・五寸十発・金せん火・大

車火・乱玉・白滝
しらたき

・清滝
きよたき

と、現在も天保 14（1843）年の番付と順序は大体同じである。最

後の白滝と清滝は小路
こ う じ

区長が点火するが、花火の途中には獅子方による三番叟
さんばそう

などの獅子舞

い奉納もはさみ、１時間ほどの競演となる。 

花火方には三流派あり、①小西組（小路・西河原）が受け持つ、狼煙
のろし

で日中に煙を扱う霞
か

真
しん

流、②大門組の夜に火を扱う大火
たいか

流、③差出組の声や音を扱う昇 声
しょうせい

流があり、他に放

送・警備方がいる。流派の特徴の多くは火薬の調合にあり、それを伝える秘法は各組の花火

方のまとめ役である師 匠
ごっしゃん

が所有してきた。 

各組（区）には若衆組による花火方と獅子方とがあり、各家の長男だけがどちらかに入る

ことを義務付けられ伝承されてきたもので、花火方の若衆組は師匠から口伝のみで教えられ

てきたが、現在は杜煙火保存会が中心となり後継者の育成や技術の伝承に努めている。 

保存会メンバーは３週間前から準備に入り、煙火講習や煙火・観客の保安講習も行い、万

全の準備のもとで当日を迎える。 

（長野市無形民俗文化財指定日 平成７年１月20日） 

※１：神社の本祭りの前夜，時には数日前に行われる祭り、 

諮問理由 享保 16（1731）年、諏訪神社社堂の再建を祝って奉納するようになった県無形民俗文化

財指定の「清内路の手作り花火」同様、少なくとも文献から犀川神社の杜煙火も文政７

（1824）年には実施しており、今日まで受け継がれている手作り煙火として貴重である。 

また、現在、伝承されている技術は鎌倉時代ののろしが起源であると言われ、のろしを

扱っていた者たちが江戸時代に煙火を扱うようになり、民俗技術の変遷を考える上でも重

要である。  

指定基準 第４ 長野県無形民俗文化財の指定基準 

（７）民俗技術の変遷の過程を示すもの 

（８）民俗技術で地域的特色を示すもの 

参考文献 犀川神社の杜煙火保存会 20周年記念事業資料（犀川神社の杜煙火保存会刊 2014） 

 



犀川神社の杜煙火（長野市） 

 

額火 

 

噴水 

 

車火 

 

五寸十発 

 

白滝 

 

清滝 

 

獅子舞 

 

多くの見物客で賑わう 

 



位 置 図 

 

 

 
国土地理院地図 

犀川神社 

ホクト文化

ホール 

安茂里駅 

長野工業高校 


